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議案第１号 

 

   令和５年度匝瑳市一般会計補正予算（第５号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ３億２，９４３万９，０００円を追加し、令和５年度

匝瑳市一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１５７億１６４万９，０００円とい

たしたく提案いたした次第であります。 
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議案第２号 

 

   令和５年度匝瑳市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ９万７，０００円を追加し、令和５年度匝瑳市国民

健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億６，２６４万７，０００

円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第３号 

 

   令和５年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ８９万７，０００円を追加し、令和５年度匝瑳市後期

高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ５億３，４２８万７，０００円

といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第４号 

 

   令和５年度匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

 

本案は、歳入歳出それぞれ３９３万２，０００円を追加し、令和５年度匝瑳市

介護保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億９，４３６万円といたし

たく提案いたした次第であります。 
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議案第５号 

 

   令和５年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第１号）について 

 

本案は、令和５年度匝瑳市病院事業会計予算のうち、収益的収入及び支出につ

きまして、それぞれ２，２５４万５，０００円を追加し、総額をそれぞれ３０億

１，３５４万５，０００円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第６号 

 

   匝瑳市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、一般職職員等の給与を

改定するため、関係条例を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第７号 

 

   匝瑳市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、市議会議員の期末手当

の支給割合を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第８号 

 

   匝瑳市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、常勤特別職職員の期末

手当の支給割合を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第９号 

 

   匝瑳市病院事業の管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、病院事業の管理者の期

末手当の支給割合を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第１０号 

 

   匝瑳市医師及び医療等従事者養成奨学資金貸付条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

 本案は、医療等従事者の確保対策として、医療等従事者に対する奨学資金の貸

付金額等を改正いたしたく提案いたした次第であります。 


